
令和８年度 千葉県学習サポーター採用選考実施要項 

 

 

千葉県教育委員会 

令和８年１月 

 

１ 選考の目的 
  この選考は、千葉県の学習サポーターとして、授業における学習支援、学校教
育活動の一環として行われる放課後等の補習による学習支援、家庭学習の充実
や習慣化づくりに向けた支援等ができる方を登録し、選考するために実施する。 

 

２ 千葉県が求める学習サポーター像 

（１）児童生徒の学習に寄り添い、教育に熱意をもつ者 

（２）児童生徒の成長と発達を理解し、悩みや思いを受け止め、支援できる者 

（３）高い倫理観をもち、心身共に健康で、明朗、快活な者 

 

３ 勤務条件 

（１）採用予定者数 

  令和８年度当初予算額（３月確定）に応じて決定 

（令和７年度採用実績１９２名） 

（２）勤務場所 

県内の公立小・中・義務教育学校（千葉市を除く） 

（３）勤務時間 

  原則１日４～６時間、週１日～３日程度 

（令和７年度実績は、３２日１２８時間） 

※国庫補助交付額（３月末確定）によって、勤務日数・時間に変更が生じる場

合がある。 

（４）報酬等 

  時給   １，７００円 

  通勤手当 実費総額を支給 

       ※新幹線鉄道等の特急列車、高速自動車道等の利用に係る特別 

料金等は支給しない。 

（５）身分 

  会計年度任用職員 

（６）雇用期間 

  令和８年５月下旬から令和９年２月末まで（単年度雇用） 

（７）業務内容 

ア 授業における学習支援 

（ア）小・中・義務教育学校共に原則として算数（数学）の授業における支援 

   ※学校と相談の上、算数（数学）以外の教科（技能教科は除く）におい

ても支援可能 

（イ）授業における支援対象学年は、小学校は第３学年から第６学年まで、 

中学校は第１学年から第３学年まで 



（ウ）個々のつまずきに対する学習支援 

  （エ）少人数指導（習熟度別学習等）での指導 

     教員が立てた授業計画に基づいて、指導を行う。 

     授業計画の立案と学習評価は教員が行うが、学習サポーターが別室で

単独による指導を行うこともある（習熟度別指導等）。 

   （オ）授業で使う教材、教具等の作成 

（カ）ドリル学習等における採点 

イ 放課後等の補習による学習支援 

  原則として、学習サポーターが単独で指導する。 

  （ア）個々のつまずきに対する学習支援 

  （イ）学校が課す宿題等の支援 

  （ウ）補習学習教材の作成 

ウ 家庭学習の充実や習慣化づくりに向けた支援 

  （ア）家庭学習教材の作成 

  （イ）家庭学習の点検・評価 

（８）雇用形態 ※別紙１参照 

  ア 週４時間勤務 （週１日勤務） 

  イ 週８時間勤務 （週２日勤務、１日４時間勤務）※研究協力校Ｂ 

  ウ 週１２時間勤務（週２日勤務、１日６時間勤務）※研究協力校Ａ 

※「雇用形態 イ、ウ」については、「（７）勤務内容 ア（エ）少人数指導

（習熟度別学習）等での指導」と「イ 放課後等の補習による学習支援」を

週の勤務の中に必須とする。 

（９）その他 

ア 「（７）勤務内容 イ 放課後等の補習による学習支援」が学力向上の効

果が高いため、本事業の採用選考では、放課後等の補習による学習支援が可

能な場合、加点する。 

イ 本事業は、予算成立（３月）前に公募を行っているため、本事業の実施の

可否や、事業の内容・規模、事業開始時期等に変更が生じる可能性がある。 

 

４ 応募資格 

健康上の問題がなく、次の要件を満たす方 

（１）令和８年４月１日現在満１８歳以上の方（２０歳未満は大学生に限る） 

（２）児童生徒の学習におけるつまずきや指導のポイント等に識見のある方 

（３）教育に対する熱意のある方 

 

５ 申請手続 

（１）応募期間 

  令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１８日（水）※消印有効 

 ※応募期間内に受理した書類を基に「応募者一覧名簿」を作成します（令和９

年２月末日まで掲載有効）。掲載期間内に名簿からの削除を希望（他の仕事

が決まったなど）される方は、書類提出先までお申し出ください。 

（２）提出書類等 

ア 令和８年度千葉県学習サポーター申込書 



イ 学習サポーター用履歴書 

ウ 誓約書 

    ※ア～ウとも、県ホームページに掲載されている様式（令和８年）を必ず

使用する。 

エ 返信用封筒１通 

    ※110円切手（料金改定があった場合は、改定後の料金分の切手）を貼っ

た長形３号の封筒に応募者の郵便番号、住所、氏名（様まで）を表記し

たもの。 

    ※選考手続の連絡等に使用。 

（３）提出方法  
ア 採用希望の教育事務所に郵送する（持参も可）。 

※葛南教育事務所のみ教育事務所に電話で問い合わせ、指示された提出先に 
郵送する（持参も可）。 

イ 封筒の表に「学習サポーター申込書在中」と朱書する。 
ウ 書類を持参する方は、平日の午前９時から午後５時の間とする。 

（４）留意点 

ア 一度受理した提出書類は返却しない。 

イ 書類到着の受付の確認には応じかねる。 

ウ 記載事項に虚偽の申告等があった場合には、採用を取り消すことがある。 

 

【葛南地区】市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市 

〒273-0012 千葉県船橋市浜町 2-5-1 

千葉県教育庁葛南教育事務所指導室 学習サポーター担当 

  連絡先：０４７－４３３－６０１７ 

 

【東葛飾地区】松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 

〒271-8563 千葉県松戸市小根本 7 

千葉県教育庁東葛飾教育事務所指導室 学習サポーター担当 

 

【北総地区】銚子市、成田市、佐倉市、旭市、四街道市、八街市、印西市、 

       白井市、富里市、匝瑳市、香取市、酒々井町、栄町、神崎町、 

       多古町、東庄町 

〒285-0026 千葉県佐倉市鏑木仲田町 8-1 

千葉県教育庁北総教育事務所指導室 学習サポーター担当 

 

【東上総地区】茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、 
        九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、 
        白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町 

〒297-0024 千葉県茂原市八千代 2-10 
千葉県教育庁東上総教育事務所指導室 学習サポーター担当 

 
【南房総地区】館山市、木更津市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、 

        袖ケ浦市、南房総市、鋸南町 



〒292-0833 千葉県木更津市貝渕 3-13-34 
千葉県教育庁南房総教育事務所指導室 学習サポーター担当 

 
６ 選考方法 
（１）選考対象者 「応募者一覧名簿」から応募書類等を参考に市町村・学校等の

条件に合致した者を候補者として面接を行う。 
※必ずしも応募者全員と面接を行うわけではない。 

（２）会場    希望する地区の教育事務所 
（３）面接日程  希望する地区の教育事務所が定める日 

※面接は、予算確定後（３月上旬～下旬）となるため、令和８ 
年３月中旬から４月下旬までに実施予定 

          午前９時から午後４時３０分までの中で一人１５分程度 
         ※候補者となった場合、面接日程等は令和８年４月下旬まで

に連絡する。 
 
７ 選考基準 
  別紙２「令和８年度採用 千葉県学習サポーター採用選考の手続・選考基準に
ついて」に掲載する。 

 
８ 選考後の流れ 
（１）選考結果の送付は郵送にて５月上旬頃を予定。 
（２）勤務場所については、学習サポーター採用候補者の希望を参考に、千葉県 

教育委員会が決定する。 

（３）学習サポーター採用候補者は決定後、以下の書類を千葉県教育委員会ホーム
ページよりダウンロードし、面接を実施した教育事務所に提出してください。 
ア 市町村立学校会計年度任用職員採用時健康診断書(全員) 
イ 採用（任用）状況報告書（該当者のみ） 
※前年度千葉県職員として採用（勤務）された方（本務職員及び学習サポー 
ターも該当）又は同一会計年度内に複数の発令がある方は、作成してくださ 
い。 

  ウ 採用（任用）期間申告書（全員） 


